
地元企業サポートチーム 「ジモサポ」始めました

「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーン実施中

【事業主のCheck!ポイント】

□書面で労働条件を明示しましょう。
□学業とアルバイトの両立に配慮したシフト
を組みましょう。

□シフト制のアルバイトに対しても休憩時間や
年次有給休暇を与える必要があります。

□最低賃金額を遵守し、適切に賃金を払いましょう。
現在の岐阜県の最低賃金額は1,065円/時間です。

□商品を強制的に購入させることはできません。
□遅刻や欠席、器物の破損等に対して、
一定額の罰金を定める契約はできません。

【アルバイトのCheck!ポイント】

□「労働条件通知書」で労働条件を確認しましょう。
□いつシフトに入るかは、事業主とよく話し合いましょう。
□シフト制で働く場合でも、休憩や
年次有給休暇を取得できます。

□支払われたバイト代を確認しましょう。
□希望していない商品の購入に応じる
必要はなく、その代金を一方的に
バイト代から差し引くことは禁止されています。

□アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません。
□アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます。
□困ったときは、各地の総合労働相談コーナーへ。
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厚生労働省では、大学等の多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の
確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。事業主の皆さまは自主点検をお願いします。

西濃地区の地場産業とされる、「製造業」「医療・福祉業」に携わる企業をサポート
する専用の窓口が、令和8年4月1日、ハローワーク大垣にて開設されました。岐阜県
内のハローワークでは初の試みになります。

西濃地区の「製造業」「医療・福祉業」の2分野に特化した支援窓口が
ハローワーク大垣にOPEN

特色① 地域別企業担当者制で相談しやすい！
求人票の作成支援、面接会や説明会などの各種イベント、マイページ作成支援、
求職者へのマッチングといったハローワークの基本のサポートを企業担当者が専任で
行います。雇用管理改善支援や助成金のご相談なども、担当者がまるっと承ります。

特色② 企業の魅力を発信！イベント企画力

就職面接会・職場見学会・求人説明会も担当者が専属でサポートし、
要望に応じて、より企業の魅力を発信できるイベントを企画します。

まずはお気軽にご連絡ください
ハローワーク大垣 〒503-0893 大垣市藤江町1-1-8

0584-73-8609 部門コード：31＃



働き方改革推進支援助成金 申請開始

委託事業

オンラインセミナーのご案内

5月 7日（木）現場任せにしないカスハラ対応
5月14日（木）疲労を蓄積させない勤怠管理
5月15日（金）くるみん認定取得入門セミナー

子育てサポート企業として選ばれる企業へ
5月19日（火）採用時のトラブルを防ぐ注意点
5月21日（木）熱中症の基礎知識と応急手当

~基本対策のススメ~

参加無料

新規中学・高校卒業者 採用説明会
令和9年3月に中学・高校を卒業する生徒を対象とした
求人受付が、令和8年6月1日から始まります。
ハローワークでは新規中学・高校卒業者の採用計画のある
事業所の皆様を対象とした、求人申し込み手続きに係る説明
会を開催いたします。説明会の日程は5月下旬ごろを予定して
います。

応募先を検討する生徒や
保護者、教諭に対し、
積極的にアピールする
チャンスが増えますので、
早期の計画がおすすめです。

説明会の日程はこちら

生産性を向上させ、労働時間の削減や年次
有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む
中小事業主の皆さまを支援する助成金の申請
が令和8年4月13日から開始しました。

労働時間短縮・年休促進支援コース

労働局 雇用環境・均等室に「交付申請書」を提出
令和8年11月30日（月）まで

※予告なく早期に受付を締め切る場合があります

交付決定後、提出した計画に沿って改善事業を実施
令和9年1月31日（日）まで

雇用環境・均等室に支給申請
※事業実施期間によって申請期限が変動します

暑さ指数（WBGT値）に、作業内容、作業の場所、
連続作業時間、服装、作業の身体負荷などを
加味してリスクを評価してください。

【温度・湿度の確認だけでは不十分！】
発生時に重篤化を防ぐための、
①「早期発見のための体制整備」
②「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」
③「関係作業者への周知」
は完了していますか？いわゆる「スポットワーク」を
利用する労働者など、一時的に雇用する方への
情報共有も忘れずに。

【事前準備が大切！】

【作業者に合わせた配慮を！】
糖尿病・高血圧症など、熱中症の発症に影響を及ぼす
おそれのある疾病を有する方に対しては、医師等の意見
を踏まえた配慮が必要です。

STOP！熱中症 クールワークキャンペーン（キャンペーン期間 ５月～９月）
消防庁の発表によると、令和7年度に熱中症により救急搬送された人数は10万人以上でした。職場における熱中症の
発生も令和4年以降毎年増加しており、厚生労働省では毎年4月から、職場における熱中症対策を呼びかけています。予
定している対策、作業手順に問題はないか、周知は完了しているか、改めてご確認ください。

※①～③は令和７年６月１日から義務化されています！

■労災保険料率、一般拠出金は令和7年度と同率です。
■雇用保険料率は令和8年４月1日より改定されています。
■年度更新申告書の書き方については、厚生労働省ホームページに
掲載しております。
年度更新の申告書は、管轄の都道府県
労働局や労働基準監督署への郵送、
または電子申請でも受け付けており、直接
窓口へ出向くことなく申告することができます。
以下のような場合でも申告書の提出が必要です。
・すでに廃業しており、保険関係を廃止する場合
・現在は労働者を雇用していないが、
・今後雇用する見込みがある場合

労働保険の年度更新
【申告・納付期間】
6月1日（月）～7月10日（金） ※5月中の受付はできません

便利な電子申請を
ぜひご利用ください


